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全国信用金庫協会 
平成１５年３月３１日時点 

（１）規則の改善状況 

項目番号 旧規則 新規則 コメント 

１－１ この規則は、社団法人全国信用金庫
協会（以下「本会」という。）が地区信用
金庫協会（以下「地区協会」という。）と
連携して、信用金庫業務に関して顧客
からの苦情の申し出を受け付け、解決
に向けて公正、迅速、誠実にこれに対
応するための手続等を定め、もって、
信用金庫業務に対する顧客の理解と
信頼を深め、顧客の正当な権利の保
護に資することを目的とする。（規則第
１条） 

規定案については検討中。 
 

平成１５年５月２７日に開催予
定の本会理事会で決定予定。 

１－２ 規定なし 同上 同上 

２－１ 同上 同上 同上 

２－２ 同上 同上 同上 

２－４ 同上 同上 同上 

２－６ 同上 同上 同上 

３－６ 同上 同上 同上 
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（２）運用の改善状況 

項目番号 旧運用 新運用 （平成 15年４月予定） コメント 

１─２ 苦情等の内容とその対応結果の記録
のみを内部資料として整理・保存する
だけで、再発防止等のための手当てを
講じていなかった。 

・苦情等の取扱件数並びに苦情等の主な内容
を定期的に本会理事会に報告するようにした。
（平成１４年１１月２２日開催の理事会から実施） 
・苦情等の再発防止等の観点から、会員信用金
庫の苦情対応規程等の中に、①苦情等の原因
分析、対応結果等を信用金庫内部のコンプライ
アンス委員会等への定期的な報告、②苦情事
例の内部研修での活用などの規定を設けるよ
う、本会で参考例を作成し規定化を促した。（平
成１４年１０月１５日通知） 

 

２─２ 消費者への周知については、金融庁
のホームページに相談窓口の名称、所
在地、電話番号を掲載した以外は、特
に手当てをしていなかった。 

・本会のホームページに、①信用金庫業務にお
ける苦情・紛争の解決促進に関する規則・細
則、②全国しんきん相談所並びに地区しんきん
相談所の受付時間、所在地、電話番号、③受け
付けた苦情対応のフロー図、④生命保険協会、
日本損害保険協会等との連携、⑤弁護士会仲
裁センターの利用に関する事項等を掲載した。
（平成１５年１月１０日実施） 

 

２─４ 全国しんきん相談所の電話は、協会の
所管部署の電話を共用していた。 

・全国しんきん相談所の位置付けを明確にする
ため、専用電話を新たに架設した。（平成１４年
１１月１日実施） 

 

２─５ 人材育成等については、特別なことは
実施していなかった。 

・しんきん相談所全国連絡会議を設置し、全国
並びに地区の相談・苦情等の受付状況、主な苦
情事例の発表等のほか、相談所運営に関わる

・年２回定期的に実施。 
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情報交換を行い、相談所担当者のレベル向上
に資した。（平成１４年１２月１３日実施） 
・関東信用金庫協会主催による会員信用金庫
苦情相談担当者の研修会で、全国しんきん相
談所から苦情等の受付・対応状況などを説明
し、会員信用金庫の一層の取り組みを依頼し
た。（平成１５年１月６日実施） 

２─７ 連携機関については規則・細則で規定
したが、一覧表は作成していなかった。 

・連携機関の一覧表をホームページに掲載し
た。（平成１５年１月１０日実施） 

 

２─８ 相談・苦情等の取扱状況は内部資料と
して整理・集計しているだけで、当局へ
の定期報告以外、外部には公表してい
なかった。 

・相談・苦情等の受付件数をホームページに掲
載した。（平成１５年１月１０日実施） 

 

３─３ 苦情紛争解決支援機関の名称・所在
地等を明記した媒体等を用意していな
かった。 

・全国しんきん相談所ならびに地区しんきん相
談所の所在地、電話番号等をホームページ上
に一覧表で掲載した。（平成１５年１月１０日） 

 

３─７ 苦情申立を受けた後の手続等につい
ては口頭で説明するだけだった。 

・受け付けた苦情等に対する対応方法の流れを
フロー図でホームページに掲載した。（平成１５
年１月１０日実施） 

 

 


